
 

 -1- 

令和３年度播磨町学校給食審議会（第１回） 会議録 

 

１ 開催日時 

  令和３年６月２１日（月）  午後１時５９分～ 

２ 場 所 

  播磨町役場第２庁舎 ３階会議室１ 

３ 参 加 者 

  出席委員 

  会 長         福 本 恭 子 

  副会長         江 草 誠 

  委 員         西 川 優 子 

  委 員         吉 谷 千 尋 

  委 員         小 林 昭 仁 

  委 員         水 野 洋 子 

  委 員         栁 内 靖 子 

 事務局 

  教育委員会教育長    浅 原 俊 也 

  教育委員会理事     武 田 健 二 

  教育総務グループ統括  堀 江 昌 伸 

  教育総務グループリーダー   田 中 茂 治 

  同グループ管理栄養士  上 田 智 世 

  同グループ主査     北 村 望 

４ 運営事項の確認等 

  （１）委員の委嘱 

  （２）自己紹介 

  （３）会長及び副会長の互選 

  （４）諮問 

  （５）事務説明 

５ 審議内容 

  （１）保護者の意見聴取方法について 
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令和３年度播磨町学校給食審議会（第１回） 会議録 

 

○事務局   ただいまから、令和３年度第１回目となる播磨町学校給食審議会を開

会いたします。 

 開会に先立ちまして、播磨町教育長から御挨拶申し上げます。教育長、お願いいた

します。 

○教育長   皆様、こんにちは。 

今日は梅雨も一休みというところで、まるで夏のように暑い日になっております。

そんな中でも、ふと目に留まるアジサイの花に、心を癒されるような今日この頃です

けれど、本日は暑い中、また何かと御多用の中、学校給食審議会に御出席いただきま

してありがとうございます。 

 平素は、播磨町の教育並びに学校の運営などに御尽力、御協力いただいております

こと感謝申し上げます。 

 新型コロナウイルス感染症が発生してから、１年と半年余りになります。再延長さ

れた３度目の緊急事態宣言も昨日で終わりました。しかしながら、引き続き、まん延

防止等重点措置区域に指定されておりまして、ワクチン接種は進んでいるものの収束

の見通しはなかなか立っておりません。 

 今回の緊急事態宣言においても、学校は休みとはなりませんでしたけれど、学校行

事などが延期や中止となっております。給食も制限がある中で摂る、といった状況と

なっておりまして、こういった感染症対策を行った学校生活は、当分の間続くものと

いうふうに思われます。 

 さて、播磨町では、平成２３年の１月から業者委託による中学校給食を実施してま

いりました。現在、小学校の給食施設の老朽化によりまして、給食棟のリニューアル

を順次実施しております。令和２年度には、蓮池小学校と播磨小学校の給食棟を新築

いたしました。 

 また、この給食施設の更新にあたって、中学校との親子給食を行うこととして、今

年の１月から、播磨小学校と播磨中学校で実現をしております。来年度から、播磨南

小学校と播磨南中学校の親子給食の実施に向けまして、現在、南小学校の給食棟の建

て替え工事を実施しております。このように、衛生的、安全でおいしい給食の提供に

努めているところであります。 

 また、現在、学校給食費の公会計化に向けて鋭意検討をしているところです。この

公会計化に当たりましては、諸制度の調整を図っていく必要があります。そこで、学

校給食についての重要な事項について調査、審議をいただきたく、当審議会に４つの
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項目について諮問をさせていただきたく存じます。委員の皆様におかれましては、御

多忙のところまた答申の時期の比較的長いスパンになりますけれど、よろしく御審議

を賜りますようにお願いいたします。 

 本町のより良い給食整備の構築に向けお力添えをいただきますようお願い申し上げ

まして挨拶とさせていただきます、どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局   ありがとうございました。 

 それではお手元の次第に従いまして、進行させていただきます。座って議事進行い

たします。失礼いたします。 

 初めに、委員の委嘱を行います。皆様のお手元に委嘱状を置かせていただいており

ます。お手元にございますでしょうか。 

 委嘱につきましては、本来であれば直接お一人ずつに交付させていただくものでご

ざいますけれども、新型コロナウイルス感染症拡大防止の一環としまして、机上に置

かせていただくことで、交付に代えさせていただきますことを御了承ください。万が

一、机上配布しました委嘱状のお名前等に誤りがある等、失礼ございましたら、お申

しつけくださいようにお願いいたします。 

 なお、本審議会につきましては、播磨町学校給食審議会設置条例第８条第２項の規

定により、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができないとされており

ますが、本日は、皆様御出席いただいておりますので、先ほどの委員の委嘱をもちま

して会議が成立することを確認いたします。 

 続いて、自己紹介に移ります。恐れ入りますが、席順に反時計回りの順番で、一言

ずつ、自己紹介をお願いします。それでは、お願いします 

～自己紹介については、議事録への記載を省略～ 

○事務局   それでは、続きまして、会長及び副会長の互選を行います。 

 播磨町学校給食審議会設置条例第６条第１項の規定では、審議会に会長及び副会長

を置き、委員の互選によりこれを定めるとされておりますが、どのように決定させて

いただいたらよろしいでしようか。 

  

 なかなか、今日が初対面ということもありまして、互選というところが難しいかと

思いますので、事務局であらかじめお声かけさせていただいております方に、会長、

副会長をそれぞれにお願いできればというふうに存じますけれども、事務局に一任い

ただいてもよろしいでしょうか。 

 御異議ないようでしたら、挙手にて御賛同ください。 

（挙手多数） 
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 挙手多数ということで進めさせていただきます。ありがとうございます。 

 それでは、事務局に一任いただきましたので、事務局案を発表いたします。会長と

しまして兵庫大学の福本准教授に、副会長としまして播磨中学校の江草校長に、それ

ぞれ御就任いただければと存じます。 

 配布資料１、播磨町学校給食審議会委員名簿の福本准教授の一番右の欄に二重丸を、

同様に江草校長の一番右の欄に丸を御記入ください。 

 それでは、会長と副会長につきましては議事進行席、正面の席の方に移動してくだ

さいますようにお願いいたします。 

 自己紹介で御挨拶をいただいておりますけれども、就任に当たりまして、会長から

一言御挨拶いただけましたらと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○会長   先ほども、少しお話させてもらったのですが、兵庫大学の健康科学部に

在籍しております。管理栄養士、栄養士の養成施設に所属しております関係上、この

ような形でお話いただいたというふうにお聞きしております。 

 ただ、私もあんまり、先ほどの校長先生と同じように食べる物にはすごく興味があ

りますけれども、こういう堅苦しい部分、なかなかちょっと私も苦手な部分なので、

どのように進行できるか、ちょっと私も不安な部分がありますけれども、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○事務局     ありがとうございました。 

 続きまして、学校給食審議会への諮問を行います、教育長、お願いいたします。 

○教育長   諮問第１号 

 令和３年６月２１日  

 播磨町学校給食審議会会長様 

 播磨町教育委員会 

 播磨町学校給食審議会設置条例第３条の規定に基づき、下記ととおり諮問します。 

 記 

 学校給食の実施に関する重要な事項についてでございます。 

 別紙といたしまして、１、諮問理由でございます。 

 本町では、昭和２９年に制定された学校給食法に基づき、同法が定める適切な栄養

の摂取による健康の保持増進を図ること、学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協

同の精神を養うこと、我が国や各地域のすぐれた伝統的な食文化についての理解を深

めること等の７つの目標を達成するために、町立小中学校において学校給食を実施し

てきました。 

 また、学校給食の実施体制については、平成２９年に策定した播磨町学校給食施設
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整備基本方針に基づき、学校現場での取り組みについては、食育基本法に基づく市町

村食育推進計画に位置付けられている、はりま健康プランの食育推進計画に基づき、

それぞれ効率的・効果的な整備・運用に取り組んできたところです。 

 他方、食材物資の調達や調達原資となる学校給食費の徴収管理については、教育長、

学校長、ＰＴＡ会長等の理事により組織される播磨町学校給食会が担ってきた経緯が

あり、今般、文部科学省が令和元年に作成した学校給食費徴収・管理に関するガイド

ラインを参考にした、学校給食費の徴収管理の公会計化の実現及びそれに付随する制

度の調整を図るに当たっては、今後、本町として、どのように学校給食を実施してい

くかについて、本町としての考え方を、整理・検討する必要が生じております。 

 以上のことから、播磨町学校給食審議会に対し、本町の学校給食の実施に関する重

要な事項について、下記の項目を総合的に調査・審議いただきたく諮問いたします。 

 ２、答申を希望する事項でございます。 

（１）播磨町学校給食基本方針(仮称)について 

（２）学校給食費の額の妥当性について 

（３）学校給食の申込方法について 

（４）保護者の意見聴取方法について 

 ３、答申を希望する時期でございます。 

（１）播磨町学校給食基本方針(仮称)については、令和５年２月頃。 

（２）学校給食費の額の妥当性については、令和４年３月頃。 

（３）学校給食の申込方法については、令和４年７月頃。 

（４）保護者の意見聴取方法については、令和３年１０月頃をお願いしたいと思って

おります。 

 諮問は長くなりましたけれども、以上でございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○事務局   ありがとうございました。 

 続きまして、事務局から事務の説明をさせていただきます。 

 皆様の議論の前提をそろえるために、先ほど教育長が読み上げました諮問の中で、

触れておりました学校給食費の公会計化について説明いたします。資料３、学校給食

費の公会計化についてを御覧ください。 

 資料のほうは、２ページ目以降を使って御説明差し上げます。資料の右下のページ

数で言う２ページ。スライドの番号で言いますと、スライドの１番です。まずこちら

から説明差し上げます。 

 資料には簡潔に記載しておりますけれども、学校給食費の公会計化とは、給食費収
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入ですとか、食材費を購入するための支出というものを、播磨町の予算に計上して運

用する方式ということで整理をしております。 

 ここで、町の予算に計上するということとしております費用について若干補足説明

をさせていただきますと、学校給食に必要な経費というところで、学校給食法という

法律では、施設整備費と修繕費、人件費は公費負担。それ以外の経費は保護者負担と、

ざっくり規定をされております。 

 播磨町では、従来から法令による区分に加えて、光熱水費ですとか、備品費などの

費用も町が負担をしてまいりました。そして、保護者の皆様からは食材費のみを、御

負担いただくという体制で運用をしてまいりました。 

 したがって、町の予算に計上するという表現の中には、給食費収入ですとか、食材

購入費の支出の予算に加えて、これらに付随する必要な経費、例えばとしまして、給

食費の徴収管理システムに関する経費ですとか、口座振替手数料、口座振替依頼書の

印刷費ですとか、学校給食申込書などを用意しましたら、そういったものの印刷費。

業務負担増加に伴う人件費などといったものが、町の歳出予算に純粋に増加するよう

な形で、計上されることになります。 

 保護者の皆様が負担する給食費というのは、食材料の実費負担的な費用になります

ので、給食費収入というところと食材費の購入費というものは、つり合いがとれるよ

うな形になりますので、予算上は町の歳入という収入の予算に給食費が計上されます

けれども、食材費を購入するための購入費、歳出予算に充当される特定の財源になり

ますので、実質的には町の収入額が増えるということはありません。 

 この同じスライドの中段に記載しておりますとおり、播磨町では現在、播磨町学校

給食会という組織が、給食費の徴収ですとか食材費の支出というところを行っており

まして、今この方式というのが、いわゆる私会計と呼ばれています。 

 資料の後段に※で注釈を入れておりますけれども、播磨町学校給食会というのは、

教育長や学校長、ＰＴＡ会長などの給食関係者で構成されておりまして、先に説明し

ました給食費の徴収や食材費の購入という支出につきましては、実質的には小学校給

食は各小学校で、中学校給食では教育総務グループのほうで、それぞれ通帳管理とい

う形で、実務を担っているという現状がございます。 

 続いて、スライドの２ページ、資料のページ数は変わらず、目線を下げていただけ

たらと思います。 

 こちらで私会計の問題点と書いておりますけれども、学校給食費の公会計化という

ものを目指す背景の一つとしまして、私会計での運用に存在しています複数の問題点

というものが挙げられております。 



 

 -7- 

 この資料では一般的に指摘されている問題点について説明をしております。 

 １については、記載のとおりになるのですけれども、播磨町でありますと、小学校

が主に該当してきます。 

 こちらは教員にとっては、学校給食費の徴収管理業務というのが、組織として徴収

業務の専門性を有していないというところですが、電話や戸別訪問などの昼間の時間

帯は保護者様が不在でしたり、実際、教員の方も授業というところで、仕事中である

というところがありまして、夜間に実施せざるを得ないというところで、肉体的、精

神的、また時間的にも負担が多いという状況があるというふうに伺っております。 

 ２について、口座振替先の指定など一定の制限があるということについて、少し説

明させていただきますと、播磨町の場合、小学校給食費は但陽信用金庫さん、中学校

給食費はゆうちょ銀行さんというふうに、口座振替に対応いただける金融機関という

ものが指定されております。 

 小学校給食費につきましては、但陽信用金庫さんの善意で、振替手数料は免除いた

だいているという実情があるのですけれども、中学校給食費については、振替手数料

というものが実際に生じておりまして、この費用は現在保護者の、各々の御家庭に御

負担いただいているという状況がございます。 

 また、残高不足が多いのですけれども、口座振替が不能であった場合、学校給食費

が現状公金ではございませんので、播磨町がもっております納付書を使って、入金を

お願いするというような方法が取れませんで、小学校給食費であれば、小学校に直接

納付、また、中学校給食費ということであれば、教育総務グループに直接現金を持参

いただかないといけないという事態が生じております。 

 ３番です、学校によって徴収手法が異なるという点については、記載のとおりには

なるのですけれども、播磨町の場合は主に小学校というのが該当します。学校によっ

て給食費徴収方法、手法というところ、特に電話や訪問、文書での入金催促に対する

取組というところが、異なっているという現状がありまして、統一した対応指針とい

うのがなかなかお示しをさせていただいても、校長先生の異動ですとか、ノウハウが

継承できなかったりというところもございまして、なかなか一貫性、統一性のある対

応ですとか、記録の引継ぎができていないというところが見受けられるような状況に

なっております。 

 そして、４番については、その他としておりますけれども、括弧書きに提示される

ような、いわゆる法令遵守、コンプライアンスに関する問題ということになります。

あくまで一般論ということにはなりますけれども、学校給食法では、学校給食の実施

というのは、学校設置者の努力義務ということで規定をされておりまして、学校給食
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を所掌しているのは教育委員会。実際に給食提供、実務を担っておるのは学校現場、

播磨町を例に見ますと、給食費の徴収、食材の発注、それから食材料費の支払いとい

うのは、独自に設置しております学校給食会ということで、法的な面で、誰がどうい

った権限、任務を保持しているのかというところが、なかなか整理されていない状況

というものが指摘されています。 

 また、私会計である場合につきましては、原則として、給食費を徴収した収入、実

際にある現金の中から、食材納入業者さんへの支払いを行いますので、未収金が生じ

た場合は、支払い遅延や債務不履行、実際に払えないというようなことが起こる可能

性であったり、万が一にもそういった事態を起こさないようにというところで、安価

な安い食材使用に偏ってしまう可能性があるというところで、献立作成上の問題とい

うところも指摘されるような状況になっております。 

 資料３ページです。スライドも３ページでございます。公会計化の効果というふう

にさせていただいております。この資料では文部科学省が令和元年７月にお示しして

おります学校給食費徴収管理に関するガイドラインに、記載されている公会計化の効

果というものを説明させていただいております。 

 大雑把に説明させていただきますと、先に説明させていただきました私会計の問題

点というものを、一定程度解消できることが期待されています。 

 １につきましては、他の地方自治体の例として、１校当たりについて年間１９０時

間程度の業務削減効果が、見込まれるということが例示されております。 

 ２、保護者の利便性の向上という点につきましては、給食費の公会計化に伴って給

食費を公金として取り扱うことができるようになりますので、例えば、保育料などと

同様に町と契約をしております複数の金融機関さんを口座振替先として、保護者の皆

様が御指定いただけたりですとか、納付書を使用した金融機関窓口払いというところ

が可能になったり、通例としましては、ほかの公金の取り扱いと足並みをそろえると

いうことであれば、口座振替手数料というのが、今は、中学校は保護者様に負担して

いただいておりますけれども、こちらが公費負担になりますというところが、保護者

様のメリットになるかなというふうに捉えております。 

 ３番につきましては、徴収管理業務の効率化としておりますが、小学校がおのおの

実施しております給食費の徴収管理というのが、教育委員会の事務局で一本化される

ことになりますので、一定程度の効率化が図られるのかなというふうに認識をしてお

ります。 

 こちらにつきましては、県費負担職員である教職員の業務というのが、播磨町行政

職員の負担にまるまる移行するということと同義になりますので、実質的に町の人件
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費が増えるということには、なってまいります。 

 ４番についてはその他としておりますけれども、給食費の公会計化というのをする

ことで、町の各種監査の対象となったりですとか、予算の議決を必要とするような状

況になってまいりますので、必然的に第三者の眼が入ってくるというところと、議会

で議案を上げさせていただいたりというところで、公に明らかになりますので透明性

がかなり向上しますし、効率的な徴収というのが実現しますと、滞納が減少するとい

うことが期待されることになりますので、公平性の確保というところにつながるとい

うことが効果として挙げられます。 

 また、同時にですけど播磨町の予算に計上させていただきますことで、給食費の徴

収が万が一滞って未収金が発生したとしても、歳出予算いわゆるお金を出すほうです

ね、そういう予算をあらかじめ確保されているので、業者さんに対してもお支払いと

いうところは影響がなくて、子供たちに安定的に学校給食というのを、提供すること

ができるような体制が構築されます。 

 ずっと喋っていて申し訳ないのですけれども、スライドでいくと４ページです。資

料３ページ下側です。 

 公会計化の検討課題という点で、皆様の議論に必要な部分に近づいているのですけ

れども、公会計化に当たって慎重な検討を要する課題を列挙しております。順に説明

させていただきます。 

 １番につきましては、例規の整備というところで、皆様に直接の関係があるわけで

はないのですけれども、ざっくり申しますと、学校給食費を徴収する根拠というもの

を設けさせていただいたりですとか、法的に誰がどのような権限、任務を保持してい

るのかというところを確認したりですとか、それらの法律などに基づいた体制整備と

いうのをさせていただくことになります。 

 ２番の徴収・管理業務というところです。こちらに関しても、先ほどから折に触れ

て説明させていただいておるのですが、公会計化に伴って教職員、先生方の負担とい

うのが、町の行政職員の業務負担になりますので、行政職員がするにしても、より効

率的な業務改善を取らなければならないというところで、そういった業務に対しての

体制整備も必要になってくるというところになります。 

 ３番の食材料の調達という部分についてですけれども、こちらは当たり前のことで

すけれども、今後町が契約をさせていただきまして、費用を支出、支払っていくとい

うことになります。ですので、当然地方自治法ですとか、同施行令、同施行規則、町

の財務規則など、様々な法律、法令等に基づいて契約をしていくということになって

まいります。 
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 しかし、今日の審議にもつながってくるのですけれども、学校給食衛生管理基準と

いう文部科学省が出している基準では、献立作成時ですとか食材選定時に保護者その

他の関係者の意見を尊重することというような求めがございまして、現状の播磨町学

校給食会では、年度当初に通年、年間を通しての単価契約というのを契約して、毎月

作成される献立の品目に応じて、指定の業者さんに発注しているという実態がござい

ますので、そのあたりも今の状況も踏まえながら、より法令遵守した形というところ

を検討していく必要があると思います。 

 今の１から３につきましては、例規を整備するとか、町の財政状況等を踏まえて内

部で検討させていただくことになるのですけれども、４番の学校給食会ということに

つきましては、今後給食費の公会計化ということが実現をしますと、給食会の役割と

いうものが、今まで大事なところを担ってきていただいた組織ではあるのですが、今

後は役割が希薄になっていくというところがございますので、大きく分類すると今後

どのように給食会を、状況によっては当然廃止ということも含めて検討していかない

といけませんし、今給食会が保有している債権、あるいは債務というところをどのよ

うに整理をしていくかとか、どういうふうに取り扱っていくのかというところの２点

を課題として、検討・整理していく必要があります。 

 ただ、こちらの学校給食会としての検討と、それを町がどのように受け入れるのか

ということで、給食会の検討と町との協議ということで、また別の議論が必要になっ

てくるのかなというふうに伺っております。 

 ５番、その他重要な事項について、次のページを使って、こちらが審議会のほうで

議論という内容です。 

 その他重要な事項につきまして、先ほどまでの資料としましては、行政関係者が主

体的に検討させていただいて、一定の権限をもって、あくまで町として対応に臨んで

いけばよいということでしたけれども、この資料５ページ、その他重要な事項として

記載している課題というのは、あくまで学校給食の提供を受けるお子さんたちが、直

接かつ重大な影響を受ける事項でもありますので、保護者の代表の方、今日お越しい

ただいている方ですとか、有識者の先生というところの関係者で、合意を形成してい

ただいて、一定の意見に基づいた対応というのが必要となると考えております。 

 次は、少し専門的な話にはなってはしまいますけれども、地方自治法に基づく、教

育委員会が附属機関として設置しました、この学校給食審議会に教育委員会から聞き

なれない単語ですけれども、諮問ということで御意見を伺い立てさせていただきまし

て、それに対する答申ということで、あくまで会として取りまとめていただいた御意

見というのを頂戴することで、その答申内容を踏まえて、今後の対応というところを、
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方針として決定していくということにしております。 

 順に、搔い摘んだ説明をさせていただきますと、１番、学校給食基本方針（仮称）

についてというところに関しましては、まだ、現状として播磨町には存在しておりま

せんけれども、学校給食基本方針というような方針を設けるか否かというところも含

めて議論いただきまして、設けるということになりましたら、例えば、どのような内

容とすべきかということを、議論いただくということになります。 

 学校給食につきましては、転校ですとか転居というようなことがなければ、小学校

１年生から中学校３年生までの義務教育の９年間影響を受け続けるようなものになり

ますので、その根底にあたる理念や目標というのを、一つの例で言いますと、町長の

交代ですとか、校長先生の異動等の影響によって大きく方針が変わる、ぶれるという

ようなことは避けたほうがいいのではないかというようなことを考えております。し

たがって、基本的な方針というものを制定して、その基本方針にしたがって、安定し

た学校給食というのを実施する必要性があるのではないかなというようなところで検

討課題として挙げさせていただいております。 

 ２番につきましては、学校給食費の額の妥当性についてです。 

 先ほど、私は会計の問題点ということで、説明させていただきましたけれども、私

会計の場合は給食費の収入の範囲内でしか、いわゆる既に徴収した現金の中でしか、

食材料の購入費用を捻出することができなかったり、学校給食会の法的な管理者とい

うのが明確でないというようなことで、物価が高騰したりですとか、消費税率が増加

した際に、適切に価格設定ができているとはなかなか言いがたい状況というのがござ

いました。 

 価格設定が適切でないということになりますと、献立で使用する品目、食材ですね、

これらの傾向がより安く、高エネルギーというような形で、食材料や栄養素を摂取し

やすい食材料、より効率的に取れるものに食材料が偏っていく、特定の物品が使用頻

度が高くなるというような状況が出てきまして、結果的には、献立が偏り易くなる、

世代によっては給食の品質が下がっていく、同じ給食費でいきますと、物価が高騰し

たときには、安く抑えるために質素なものになってしまう原因、状況がつくり出され

てしまうということになっています。 

 献立が偏るということで、子供たちに対しての食育推進という立場でも好ましくな

いというような状況がありますので、可能な限り偏らないようにということで、例え

ば、同じ食材料を使っても飽きないような調理方法をするというようなところで管理

栄養士、栄養教諭、調理員と工夫はしておりますけれども、これらの努力、頑張りだ

けで、そのまま体制を維持し続けるということが果たして妥当なのかというところで、
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給食費の額というのを定期的に見直すような形をあらかじめ、どれぐらいのスパンで

見直しましょうかということも含めて、見直し方法などもあらかじめ定めておくとい

うことが重要じゃないかということを考えております。 

 ３番についてです。学校給食の申込方法についてです。少し難しい話になりますけ

れども、学校給食の提供と学校給食費の徴収ということの法的な関わり、性格としま

しては、一般的には民法という法律に基づく売買契約に該当すると言われております。

この法的な性格というのは、今は私会計ですけれども、公会計、町の会計に入ったか

らといって、変わるものではありません。 

 したがって、公会計化に際して、極端な話ですけれども裁判所への支払督促手続の

申立て、訴訟関係の訴えを起こすときなどに備えて、どのような形で売買契約を締結

したのかというようなところを、いわゆる書面化するためには、どういうものを出し

ていただく必要があるのかを検討する必要がございますので、理解として挙げさせて

いただいております。 

 そして、最後です。４番、保護者の意見聴取方法についてというところです。こち

らは本日の議題ということになりますので、後ほど具体的なところについては、御説

明させていただければと思います。 

 最終ですね、４ページの６番、スケジュールイメージということになりますけれど

も、こちらにつきましては、あくまで大雑把なイメージとして共有いただければとい

う資料になります。 

 令和５年の４月からの給食費の公会計化の実現を目指して、現在、鋭意検討させて

いただいているところです。そこに向けて、本日説明しました各種課題について対応

というのを、皆様で御検討いただいて、準備を進めていこうというものになります。 

 ですので、この審議会で検討を進めていただいて、一定の段階ごとに答申を頂戴し

まして、準備してお返しするような事項もあれば、タイムスケジュール的に並行して、

検討準備をさせていただいて、頂戴した答申結果、あるいは提案、提言に基づいて、

調整、カスタマイズをさせていただくというようなこともあろうかと思っております。 

 ですので、いただいた御意見によって、スケジュールは多少変わっていくのかなと

いうのは織り込み済みということで、議論いただければというふうに考えております。 

 今年度ですけれども、簡単なスケジュールといいますか、皆様に影響があるところ

で言いますと、今年度、令和３年度につきましては、教育委員会からの諮問に基づい

て、大きく４つの事項をお示しさせていただきましたけれども、今年度のスケジュー

ルとしましては、今回の議論と、次の２回目の議論とで（４）の保護者の意見聴取方

法、御意見をどのように聞かせていただくべきかというところについて、そして、３
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回目と４回目の審議会で、学校給食費の金額の妥当性についてというところを、それ

ぞれ調査・審議いただきまして、順次一部答申をいただくというような流れになるも

のと想定しております。 

 当然、審議の進捗状況によっては、予定の前倒しですとか、審議期間の延長等もあ

り得るというふうには考えておりますので、御了承いただければと考えております。 

 大変長くなってしまったのですが、今までのところで、何か御質問といいますか、

不明な点ですとか、ここをもう少し掘り下げて説明願いたいというような事項がござ

いましたでしょうか。 

  

 当然、審議が始まってからでも結構ですので、それはまたありましたらおっしゃっ

ていただければと思います。 

 事務的な説明をまだ続けさせていただきます。 

 次は、審議会の開催形式についての説明になります。この審議会につきましては、

原則として公開審議である、いわゆるオープンの審議で、議事の概要は公表するとい

うことを想定しております。ですので、公開審議、議事内容を公表ということを行い

ますので、発言される際には、個人情報ですとか、企業のもし秘密に当たるようなこ

とがございましたら、そういった内容を発言には、十分御注意、御配慮いただくよう

にお願いいたします。 

 ただ、公開としてはおりますけれども、審議内容、先ほど訴訟云々というところに

関わってくるのですけれども、審議内容のうち一部の事項については、少し慎重な審

議、あまりオープンにできない審議というのがございますので、その際は、非公開で

の審議で、議事内容も非公表というこということで進めてよろしいか、皆様に御意見

を伺いさせていただきますので、また、議事の決定の際には御協力、御理解ください

ますようにお願いいたします。 

 長々と説明させていただきましたけれども、事務の説明につきましては以上で終わ

らせていただきます。 

 後先になってしまったのですけれども、播磨町学校給食審議会設置条例第６条第２

項の規定では、会長が会務を総理することになっておりますので、ここからの議事進

行に関しましては、会長にお任せさせていただこうと思います。 

 では、会長、よろしくお願いいたします。 

○会長   それでは、次第に従いまして、審議事項の審議に移りたいと思います。

本日の審議事項について、事務局からの説明を求めます。 

○事務局    事務局から、本日御審議いただきたい事項について、説明をさせて
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いただきます。 

 右上の番号、資料４をさせていただいております、保護者の意見聴取方法について

の１ページ目、表面を御覧ください。こちらに記載させていただいている内容を読み

上げたりですとか、補足するような形で説明をさせていただきます。１ページの上部

です。 

 文部科学省が示しております学校給食衛生管理基準という基準の中では、献立作成

という分野と、学校給食用食品の購入という分野については、保護者その他の関係者

の意見を尊重することと規定されております。 

 今までは、播磨町学校給食会の献立委員会という専門部会で、保護者を代表する方

ですとか、学校長、栄養教諭などの関係者で合意形成を行いまして、柔軟に運用しな

がら献立作成や学校給食用食品の購入ということをしておりましたが、今後、学校給

食費が公会計化すると、町ですとか教育委員会が法律や条例、規則などに基づいて厳

格に対応していく必要というものがあることから、現行と同じような運用というのを

維持していくことは困難な状況になっております。 

 そこで、後ほど説明しますけれども、今までの運用を踏まえながら、今後の新しい

体制というのを構築していくために、今後、どのような方法で保護者の方から御意見

頂戴すべきかということについて、播磨町学校給食審議会での御審議をお願いさせて

いただきます。 

 この資料の真ん中に書かせていただいております、概要図を現在の体制として見た

てております。この図の下に、５つほどポツを入れさせていただいておりますけれど

も、簡単に説明をさせていただきます。 

 今の学校給食会、献立委員会というところに関しては、各学校のＰＴＡの代表者を

通じて、保護者の意見を聴取している体制だという位置付けです。 

 担当学校のＰＴＡの会長さんは、小学校がお二人、中学校がお一人ということで、

学校給食会の構成員として御参加いただいておりますので、御参加いただいている会

議の場で、出席者については、意思表明をする機会が確保されておりまして、また、

実際の決を採るときに、議事の決定に直接関与できるという形で、直接関与ができる

体制だというふうに認識をしております。 

 柔軟な運用が認められている、私会計ということもありますので、給食会のほうで

は、代理出席ということも認められている状況にあります。学校給食会(献立委員会)

に関しましては、大体月に１回程度の開催ということで、御協力をいただいておりま

す。献立の内容ということにつきましては、この委員の皆様ということと関係なく、

播磨町公式ホームページ上に、公開しておりますので、誰でも閲覧ができるという状
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況です。 

 そのほか、新型コロナウイルスの関係で、昨年度に関してはそうではないのですけ

れども、大体年１回程度の頻度で、学校給食展というものを開催しておりまして、町

民の方や学校関係者の方であれば、学校給食も実食する機会というのが、与えられて

いるというような状況です。 

 裏面です、資料４の２ページ目を御覧ください。 

 今の体制における課題点を整理していると考えていただいても差し支えないのです

けれども、現行の体制を維持、万が一できたとしても残る課題点ということで、４つ

ほど記載をさせていただいております。 

 １つ目としては、学校給食会で意思表明の機会、意見を言う場は与えられていると

はいうものの、実際会議の場で専門職の構成員を目の前にして、献立に対して何か御

意見、発言ができるのかと言われると、なかなか率直に意見が言えないという心理的

なハードルというのがあると聞いています。 

 ２つ目としては、学校給食会の開催頻度、月に１回程度のところと、ＰＴＡの役員

会ですとかその他の会合の開催時期との都合で、これは保護者の代表として参加はし

ているものの、ＰＴＡ全体の総意かと言われると、御出席いただいている会長さんの

立場としても、一保護者として意見を言っているのか、ＰＴＡ、そのほか皆さん多く

の子供たち、多くの保護者の方の代表として意見を言っているのかというところで、

なかなか葛藤があるままで御発言をいただいているという状況があると思います。 

 ３つ目としましては、担当学校のＰＴＡの会長さんが御出席いただいておりますの

で、担当学校以外のＰＴＡの会長さんと連携が円滑に取れなかった場合、担当学校以

外のＰＴＡの意見というのが、反映されないということになるのではないかというも

のです。 

 どこまで配慮するべきかという議論はあるのですけれども、４つ目としては、ＰＴ

Ａの未加入者は、議事の決定に直接関与できていないのではないかというところの御

意見。 

これは現状、私会計として運用させていただいている学校給食会の役員として経

験された方から、こういった御意見があったというところで、認識している課題であ

ります。後の審議で、また現在役員をされている方のご発言、思いというところも、

一言といいますか、御表明いただければ参考になるかなと考えております。 

 このあたりのところも整理しまして、事務局として、この審議会で今後の体制構築

に向けて、御検討いただきたい内容というのを整理しております。極端な話、端的に

申しますと、文部科学省が求める保護者の意見というのは、献立作成と、学校給食用
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食品の購入という、それぞれの分野について、①直接関与する体制というのは、必要

なのか。それとも②間接的に関与する体制で十分なのか、意見を聞いたということに

なるのかというところについて、関係する皆さんの御意見を頂戴したいというふうに

考えております。 

 それぞれ、①と②について説明しますと、先ほどのお話でも少し触れましたが、直

接関与する体制というのは、意思決定を行うタイミングで、ちゃんと自らの意見を表

明するチャンスが与えられていて、その意思決定に直接影響を与えることができる、

多数決等になりましたら、１票を入れることができるというところで、そういうこと

ができる体制というのを意図しております。この献立委員会の構成員に保護者の代表

が組み込まれているというのは、こういった直接関与する体制だと認識しております。 

 ②の間接的に関与する体制というのは、自らの意見を表明する機会、いわゆる意思

を表明したりですとか、御意見を発する場というのは何かしらの方法で与えられてい

て、当然、その意見というのは尊重はされるのですけれども、実際何かを決めるタイ

ミング、意思決定するタイミングにあくまで構成員ではないので、居合わせることは

できないというような体制をしております。 

 具体例で言いますと、保護者の方ですとか、学校教員の負担を考えると、そこまで

頻繁にということでなく、一定周期ごと、恐らく年に１回とか２回とかになろうかと

思うのですが、ＰＴＡ宛てに意見を求める文書というのを発出させていただきまして、

取りまとめていただくなり、役員の方で煮詰めていただくなりということで、何かし

らの御意見を返していただくという体制ですとか、今もやっております、学校給食展

などとかいうものを、今後も実施させていただいて、そういう場でフリー欄といいま

すか、アンケートを実施させていただいて御意見は頂戴できる、実食をした後に御意

見を言える場というのを設けさせていただくということであるとか、あと、献立委員

会が、今とは違う形になりましても、学校長の代表者のどなたかに御出席いただくこ

とになろうかと想定しておりますので、その構成員である学校長を通じて、意見を言

えるような体制というのを、新たに検討させていただこうというような体制などが、

具体的には考えられるかなというふうに考えております。 

 以下につきましては、学校給食衛生管理基準ということで、文部科学省が示してお

ります、参考条文というのを関係するところだけを、ピックアップして載せているよ

うなシートになります。 

 以上で、本日御審議いただく際、保護者の意見聴取方法についてというところに関

する説明を終わります。 

 よろしく御審議くださいますようにお願いいたします。 



 

 -17- 

○会長   ありがとうございました。 

 ただいまの説明に対しまして、御意見、御質問等がおありになる方はお願いしたい

と思いますけれども、いかがでしょうか。 

 発言されていらっしゃらない、こういう場なのでなかなか難しいこともあるかと思

うのですけれども、いろいろ長々と、いろんな細かい難しい言葉がいろいろあって、

なかなかなじめない部分があるのかなという気は、私も思いますけれども、委員の皆

様に一言ずつでも、今までの御説明に対しまして、何か分からない部分ですとか、気

になることとかですね、御意見いただければなと思うのですけれども、よろしいでし

ょうか。 

 申し訳ありませんけれども、こちらの方から一言ずつで構いませんので、御意見を

いただければと思います。お願いいたします。 

○委員   少し前に、献立委員会に参加させていただきました。ここの保護者の意

見聴取方法についての現行の体制の課題のところで、やはり栄養士さんとか皆さんが

考えてくださった献立を聞きながら、本当に素人なのでありがたいなと思いながら見

させていただいていて、来月からこういう給食、子供たちに食べさせていただけるの

だなというぐらいしか思えないので、何が悪いとか、何がいいとか分からないので、

ただただ、ああいいな、おいしそうだなと言いながら見ることしかできなかったので、

それはそれでありがたいなというふうでさせていただいたのですけれど。 

 そのときに、私も保護者のお友達のお母さんから、給食でこういうことを思ってい

るというのを聞いていたので、それをその場で発言、皆さんの前では発言ができなく

て、終わってから、ちょっと言わせていただいたことがあったので。 

 こういう場にせっかく来させていただいても、やっぱり同じことで、プロの方がし

てくださったことにということで、ハードルが高いなというのは思ったので、さっき

直接関与する体制じゃなくても、間接的にそういうお母さん方の意見があったら、あ

ったときにちょっと上に伝えていただいてというぐらいでいいのかなと思いました。 

○会長   ありがとうございました。 

 では、次の方、よろしくお願いいたします。 

○委員   給食の献立とかも、本当にプロの方が献立を考えてくださって、調理員

さんが一生懸命作ってくださる給食を、子供たちが食べさせていただいているのです

けど。本当にさっきの委員がおっしゃっていたように、プロの方たち、調理員さんや

管理栄養士さんの方が考えてくださった献立に、やっぱり素人の保護者、何の知識も

ない保護者が意見をするのは、やっぱりすごいハードルが高いなというのは感じまし

た。 
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 直接じゃなくても、やっぱり間接的に学校給食展とかで、そういう場でアンケート

を採ってくださったり、各学校に、それこそＰＴＡ役員がいると思いますのでそうい

う場に聞いていただけたらと思います。 

というのもＰＴＡの役員会で給食について審議するということは多分ほとんどないと

思うのです。去年と今年とＰＴＡ役員をさせていただいてはいるのですが、一度も給

食についての話というのが一度もないので、やっぱりそういう場面で保護者の代表が

集まったときに、給食の話ができるという体制をつくってもらえれば、それを校長先

生に伝えていただいて、上に持っていってくださるような体制で、私はいいのではな

いかなというのは感じています。 

○会長   ありがとうございました。 

 続きまして、何かありますでしょうか。 

○委員   私の場合は、一保護者として、子供の意見をやっぱり聞いてしまう、大

人に対して、子供が今日の給食はこれこれが少なかったとか。それで、みんなより体

が大きいのに、ちょっとおかわりができない。また、女の子だったら、中学生の場合

は、おかわりするのがはずかしいからということを、多々耳にすることがあります。 

 また、小学校と違って、中学生といったら量ですね。あと、好き嫌いも小学校だっ

たらがまんして食べる。もう、先生に言われたから食べないといけないとかがあるの

ですけれども、中学校だったら食べないですよね。そうなると今日もこの一品は食べ

られないとか。朝に、献立のメニューを見て、今日は最悪だと言う子もおられます。 

 やはり、そんな中で、難しいと思うのですけれど、栄養のことを考えたりだとか、

バランス、さっき言われた費用とか考えたりだとか、この中でみんな意見を出しなが

ら、献立を作ってくれているのですけれど、私たちは一保護者ということで、子供の

意見しか言えないので、うまいとかと言ってますけど難しい、これからの課題だなと

思われますし、また、好き嫌いのことに対しても、それは嫌いでも食べさすようにず

っと指導をすることは本当にいいことなのか。その子はすごい給食時間が嫌になるだ

とか。それも結構、この先どういった形で話し合いをしたらいいのかなということが、

まず大事なのかなと思います。 

○会長   ありがとうございました。 

 続きまして、何か御意見ありますでしょうか。 

○委員   昨年度は、させていただかなかったのですが、各学校のほうでも給食試

食会をさせていただいておりまして、その際に、ご参加いただいた保護者様の方から、

貴重な御意見を伺うことができていたのですけれども、本当に御希望される内容が、

多岐にわたっておりまして、本当に献立についての御意見をいただくこともたくさん
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ありますし、組み合わせというのか、もっとデザートをつけてくれたら、子供は楽し

んで学校へ行けるのに、というような御意見とか、割と地産地消とかそういうものを

使うようにということについてとか、無農薬のものを使ったり、そういうものを使わ

なくて外国産のもので安いもので、レパートリーを増やして、給食の幅を広げてほし

いというような御意見をいただいたり、本当にいろんな御意見をいただくので、それ

を一つずつの説明もその場ではさせていただくこともできないですし、いろんな御意

見を伺っても、どうやって反映させていただいたらいいかなというふうに、いろいろ

頭を悩ませながら聞かせていただいております。 

○会長   ありがとうございました。 

 続いて、何か御意見ありますでしょうか。 

○委員   昨年、私は献立委員会の担当で、１年間出席させてもらったのですけれ

ど、保護者さんに献立についてどうですかとか、そういうふうな聞き方ではなくて、

最後の最後に御感想をどうぞみたいな感じだったので、逆にあのときの保護者様には、

意見を徴収していたのかと、逆に私は、今は何かそうだったのねというふうに思った

ところです。 

 確かに、私も何回かの発言はしたのですけど、たくさんの各学校からの担当の先生

がいらっしゃる小中学校合わせた中で、この献立をこんなふうにしてほしいというふ

うにお父さん、お母さん方が発言なさることに難しいだろうなと。言ってちょうだい

と言われても、私があの場に親として参加していたら、言いたいことがあっても、多

分言えないのかなと。だから、保護者の方に、やっぱり意見を聞くのだったら、聞き

やすいそういう手だては、考えるべきだなと言うふうには思いました。 

 それと、栁内先生がお話されたように、学校で給食試食会をして、実際に食べてい

ただいて、御意見をいただいたら、本当にいろんな意見が出てきますし、それは貴重

な意見だと思うのですけれども、それをどう反映していくか、本当に難しいところだ

なと。１００人いらっしゃったら、１００人の意見が出てきます。全部の方を満足さ

せることは難しい。では、どうするか。でも、保護者の方は、こんなふうに考えてら

っしゃるのだなという声を聞くことはできるので、会議の場で発言してもらうよりは、

１学期の給食について何か思うところがあったら何とかね、そういうふうなものを、

手だてを考える、そこにＰＴＡの役員会で、学校ごとに聞くとか、そういう発言を聞

きやすい手だてを考えるべきかなというふうに思いました。 

 それで、出てきた意見に対して、可能な限り前向きには取り組むけれども、皆さん

の全ての方を満足させることは、難しいかもしれませんみたいな話も必要かなと思い

ます。 
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 でも、私会計が公会計に変わったら、金額的なしがらみとか、いろんなことがちょ

っと削がれてきて、もしかしたら、今までできなかったことが、取り組めるかもしれ

ないですし、私は何か今後に期待したいなと思ってお聞きしていました。 

○会長   ありがとうございました。 

 副会長、よろしくお願いいたします。 

○副会長  もう、ほとんど意見が出ているような気がするのですけれども、確かに、

献立委員会で発言をするというのは、非常にハードルが高いというのは、本当にその

とおりだと思います。 

 私自身も、発言するのに、やっぱりせっかく立てていただいていることを、覆えし

たりだとかは、とても申し訳ないことだというふうに感じますので、そういう意味で

は、別のもっと言いやすいところでというのは、必要なことなのかなと思います。Ｐ

ＴＡの会議で意見をいただく、それはとてもいいことだと思います。ただ、アンケー

トとかになると、学校現場の負担がまた大きくなりますので、それは紙で配ってのア

ンケートではなくて、アンケートの採り方を、もうちょっと工夫するなりして、今だ

ったらＩＣＴを活用するとかして、おうちでも入れられるようなアンケートとかも、

そういうネット上で集約するとかというようなことで、集約していくというのでする

というのは方法論ですけれども、ありかなというふうには考えます。 

 ただ、先ほどから出ているように、非常に多くの意見、また、子供さんの意見を反

映したいのだけれども、ここまでするのかというようなこともあると思います。その

辺のアンケートを採った後の集約であったり、取捨選択というのは非常に難しくなる

かなと、これにすごく時間がかかるし、それを誰がするのかなというところが、課題

になってくるのかなと思います。 

 以上です。 

○会長   ありがとうございました。皆様、御意見ありがとうございました。 

 学校給食会、献立委員会というところですかね、私はそこには参加させてもらった

ことはないですけれども、なかなか皆様そこにいても、いろいろとハードルが高いと

か、御意見を言いたくても言えないという状況があるというようなこと、多数の方が、

保護者の方もそうですし、校長先生のお立場からでもそのようなことがあるというよ

うなことをお聞きしますと、やはり直接関与する体制というよりかは、間接的な部分

で、副会長の意見のように、いろんな問題点はあるかと思いますけれども、複数の意

見、言いやすい場所というのですかね、そういうのがあるほうがいいのではないかと

いうような御意見があります。無理に保護者の方が直接関与する体制というのを、構

築する必要まではないのかなというふうに思いました。 
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 そういった意味で、事務局に一部答申の案を作成いただきまして、そして、次回の

審議会で答申案の決を採りたいというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。では、この方法で進めていただいてよろしければ、挙手にて

賛同をお願いいたします。 

（挙手多数） 

○会長   ありがとうございました。 

 では、間接的な関与で保護者の意見聴取を行う体制を、構築することが好ましいと

いう趣旨で、事務局に一部答申案を作成いただくようにお願いいたします。 

 本日は、他に何か審議事項がございますでしょうか。この後の審議事項などについ

て、事務局からの説明をお願いいたします。 

○事務局   御審議ありがとうございました。 

 本日、予定しておりました審議事項につきましては今までのもので終了となります。 

 皆様の御協力もありまして、非常に円滑に審議が進みましたので、次回の審議会か

ら、少しスケジュールは変更させていただきますけれども、第２回の審議会から学校

給食費の額の妥当性ということについて、御審議いただけるように資料の準備に着手

させていただこうと思います。 

 この場を借りて、連絡事項といいますか、事務連絡になるのですけれども、本日の

次第の下のほうに次回以降の予定ということで、第２回については、大体９月から１

０月ぐらい、第３回については、１２月から１月ぐらい、第４回については、２月か

ら３月ぐらいにということで、コンスタントに開催時期を予定させていただいており

ますが、残り３回で、額の妥当性について審議いただくような形になりますので、例

えば、時期をもうちょっと集中させてほしいですとか、この時期はもう難しいとか、

詰まっているとか、例えば、学校のカリキュラムが詰まっている場合は、何曜日は何

学期に関しては、全然対応ができないというようなこと等ありましたら、あらかじめ

おっしゃっていただければ、日程調整をするに当たって、その曜日といいますか、そ

の状況は最初から避けて日程調整の要望を送らせていただきますので、特に時間も今

回１０時からの開会と、２時からの開会と、かなり制限がある中で、日にちを出して

いただいたので、かなり無理を言って日程を押さえていただいた節もあろうかと思い

ますが、この時間帯なら応えやすいとかというのがあれば、おっしゃっていただけれ

ばと思います。 

 会長のカリキュラム的に、易しい曜日とかございますか。 

○会長   私は、大学の時間割によって、少しスケジュールが変わる可能性があり

まして、今の段階では細かい日程がはっきりしないところがあるのですけれども、少
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なくとも複数の候補ですね挙げていただきますと、選択肢としては選びやすいのかな

というふうに思います。今の段階では、このようなお答えで申し訳ありませんが、よ

ろしくお願いいたします。 

○事務局  事務方の説明にはなってしまうのですが、一応、この会の主催というの

が、会長が主催させていただくような形になります。また、会長とコミュニケーショ

ンを取らせていただきながら、９月から１０月、もしかしたら、もう少し幅広にスケ

ジュールを取らせていただいて、会長の都合がつく日ということで、また日程の調整

の依頼をさせていただけたらと思いますので、また御協力いただければと思います。 

 日程がもしこの時間帯が難しいということがありましたら、この会が終わってから

でも結構ですので、あらかじめおっしゃっていただければ調整させていただきます。 

 それでは、２時間を御予定いただいておりまして、３０分程度早いのですけれども、

本日の審議会につきましては、これで閉会とさせていただければというふうに思いま

す。閉会に当たって、会長から何か一言御挨拶をいただければと思います。よろしく

お願いします。 

○会長   本日は、円滑な議事運営に御協力賜り、ありがとうございました。皆様

の意見をお聞きして、私もそうですけれども、皆様いろいろ同じような意見を持って

おられていたのかなというふうに、私は思いましたので、非常によい議論が交わせた

のかなというふうに個人的に思っております。  

 今後も播磨町の教育行政とか、特に学校給食の分野になりますけれども、重要な審

議がこれからも続くということですので、これから暑い日が続きますけれども夏ばて

などをせぬようお体に気をつけまして、次回以降の審議会に備えていただきたいとい

うふうに思います。 

 本日は、お忙しいところありがとうございました。またよろしくお願いいたします。 

 

（閉会 午後３時３０分） 

 


